






いいます。

近隣関係者とは、下図のように共同住宅の建築予定地に隣接し又は近接する土地又は建物の全

部若しくは一部を所有又は占有する者及び当該範囲内に所属している自治会又は町内会の会長を

ただし、前面道路の幅員が15メートル以上の場合は、建築予定地の前面道路の反対側に面する

建物の所有者等は除くものとして扱っています。

　都市の居住環境を向上させるため、市では「新潟市緑

化地区等への生垣等設置費補助金交付要綱を設けるなど

緑化の推進に努めています。建物の周囲や敷地境界分に

には空間を確保し、植栽を行うなど緑化推進にご協力く

ださい。



2017. 122018.11


